
○ 理容業の振興指針新旧対照表 
 

改正案 現 行 

目次 

第一 営業の振興の目標に関する事項 

一 理容業を取り巻く環境 

二 今後五年間（平成二十五年度末まで）に

おける営業振興の目標 

第二 理容業の振興の目標を達成するため

に必要な事項 

一 営業者の取り組むべき事項 

１ 衛生水準の向上に関する事項 

２ 経営課題への対処に関する事項 

二 営業者に対する支援に関する事項 

１ 組合及び連合会による営業者への支援 

２ 行政施策及び政策金融による営業者の 

支援並びに利用者への信頼の向上 

第三 営業の振興に際し配慮すべき事項 

一 少子・高齢化社会等への対応 

二 環境保全及び省エネルギーの強化 

三 地域との共生 

 

理容業の営業者は、理容師法（昭和二十二年

法律第二百三十四号）等を遵守しつつ、新た

な衛生上の課題に対応するなど、常に衛生水

準の向上を図らなければならない。 

また、より高い利用者の利便への対応等の経

営上の課題への取組が求められる一方、個々

の営業者による取組だけでは、十分な対策を

講じられなかったり、成果を得るまでに時間

を要したりする面がある。このため、生活衛

生同業組合（生活衛生同業小組合を含む。以

下「組合」という。）及び全国理容生活衛生

同業組合連合会（以下「連合会」という。）

が実施する共同事業や研修事業、都道府県生

活衛生営業指導センター（以下「都道府県指

導センター」という。）等が実施する経営相

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理容業の営業者は、理容師法(昭和二十二年

法律第二百三十四号)等を遵守しつつ、新た

な衛生上の課題に対応するなど、常に衛生水

準の向上を図らなければならない。 

また、より高い利用者の利便への対応等の経

営上の課題への取組が求められている。しか

しながら、個々の営業者による取組だけで

は、必ずしも十分な対策を講じることができ

なかったり、十分な成果を得るまでに時間を

要する面がある。このため、生活衛生同業組

合(以下「組合」という。)及び全国理容生活

衛生同業組合連合会(以下「連合会」という。)

が実施する共同事業や研修事業、都道府県生

活衛生営業指導センター(以下「都道府県指

導センター」という。)等が実施する経営相
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談による支援に加え、株式会社日本政策金融

公庫（以下「日本政策金融公庫」という。）

による融資等により、各営業者の自主的な取

組を支援し、もって公衆衛生の向上の計画的

な推進を図ることが必要である。 

本指針は、現在、理容業が抱えている諸問題

を克服し、利用者の要望の変化に的確に対応

できる経営形態に移行できるよう、営業の振

興を計画的に図り、もって公衆衛生の向上と

利用者の利益の擁護に資することを目的と

して、定めるものである。営業者及び組合に

おいては、本指針を踏まえ、行政等と連携を

図りつつ、経営の改善等に積極的に取り組

み、国民生活の向上に貢献することが期待さ

れる。 

また、本指針は、理容業の活力ある発展を遂

げるための方策について取りまとめたもの

であり、本指針の積極的な活用により、日常

生活の質の向上を実感できる国民生活の実

現、活力ある地域社会づくりへの貢献など、

理容業の役割を増大させ、新たな発展の可能

性をもたらすことが期待される。 

 

第一 営業の振興の目標に関する事項 

一 理容業を取り巻く環境 

理容業は、頭髪の刈り込み、顔そり等によ 

り容姿を整えることから、国民の衛生的で快

適な生活を確保するサービスとして国民生 

活の充実に大きく寄与してきたところであ 

る。 

しかし、理容所の施設数は、昭和六十一年度

の約十四万五千件から漸減傾向にあり、平成

十二年度以降十四万件台で推移してきたが、

平成十九年度には、十三万七千件に減少して

おり、従事理容師数は平成十四年度の約二十

五万二千人以降減少し平成十九年度で約二 

十四万六千人となっている。この背景には、

談、国民生活金融公庫による融資等により、

各営業者の自主的な取組を支援し、もって公

衆衛生の向上の計画的な推進を図ることが

必要である。 

 

本指針は、現在、理容業が抱えている諸問題

を克服し、利用者の要望の変化に的確に対応

できる経営形態に移行できるよう、営業の振

興を計画的に図り、もって公衆衛生の向上と

利用者の利益の擁護に資することを目的と

して、定めるものである。営業者及び組合に

おいては、本指針を踏まえ、行政等と連携を

図りつつ、経営の改善等に積極的に取り組

み、国民生活の向上に貢献することが期待さ

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一 営業の振興の目標に関する事項 

一 理容業を取り巻く環境 

理容業は、国民の衛生的で快適な生活を確保

するサービスとして国民生活の充実に大い

に寄与してきた。 

 

しかし、理容所は昭和六十一年をピークに漸

減傾向にある。この背景には、髪型に対する

需要の多様化、若い世代における男女共通の

美容所指向等があると思われるが、特に、近

年、長引く景気の低迷による理容サービスの

利用頻度の低下、低価格と施術時間の短さを

売りにするチェーン店の増加による競争の
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髪型に対する需要の多様化、若い男性の一部

に美容所志向等が考えられるが、特に、近年

の個人所得の伸び悩みの中での理容サービ 

スの利用頻度の低下、低価格や施術時間の短

さを売りものにするチェーン店の出現によ 

る競争の激化等により経営環境は厳しいも 

のとなっている。このような利用者ニーズの

変化、経営環境に対して業界全体で的確に対

応していくことが必要である。 

衛生面については、理容所の衛生管理に対 

する利用者の関心は高く、新たな感染症の発

生状況を踏まえ、理容業においても、公 

衆衛生の見地から感染症対策の充実を図り、

利用者に対して衛生管理についての納得と 

安心感を提供することが求められている。 

また、社会全体の少子高齢化の中で、営業者

自身の高齢化による後継者問題に加え、増 

加する高齢者層の顧客への対応、従業者等へ

の育児支援等も課題となっている。 

 

二 今後五年間（平成二十五年度末まで）に

おける営業の振興の目標 

理容業は、頭髪の刈り込み、顔そり等利用 

者の皮ふに直接触れる営業であり、衛生上の

問題に対して、特に注意を払わなければな 

らない業種である。使用する器具の消毒をは

じめ、衛生上の危害を防止し、利用者に対し

て安全で良質なサービスを提供することは 

営業者の責務である。 

一方、生活水準の向上に伴い、国民が生活 

の質的充実を志向する中で、理容業に対する

要望が多様化及び高度化し、利用者は、技術

の質、料金、施設・設備、接客態度等を合理

的に選好することにより、理容所の選択を行

っている。このため、従来の一般の整髪、顔

そり、洗髪等のメニューを主体としつつ、毛

髪、美顔術も含め、できる限り利用者から快

激化等の環境の変化が見られる。

 

 

 

 

 

 

 

 

衛生面については、理容所の衛生管理に対す

る利用者の関心も高く、最近の新たな感染症

の発生状況を踏まえ、理容業においても、公

衆衛生の見地から感染症対策の充実を図り、

利用者に対して衛生管理についての納得と

安心感を提供することが求められている。 

また、社会全体の少子高齢化の中で、営業者

自身の高齢化による後継者問題が見られる

とともに、高齢者層の顧客の増加への対応も

求められている。 

 

二 今後五年間(平成二十年度末まで)にお

ける営業の振興の目標 

第一に、理容業は、頭髪の刈り込み、顔そり

等利用者の皮ふに直接触れる営業であり、衛

生上の問題に対して、特に注意が必要な業態

である。使用する器具の消毒をはじめ、利用

者に対して安全で良質なサービスを提供す

ることは営業者の責務である。 

 

第二に、生活水準の向上に伴い、国民が生活

の質的充実を指向する中で、理容業に対する

要望の多様化及び高度化が進み、利用者は、

技術の質、料金、施設・設備、接客態度等を

合理的に選好することにより、理容所の選択

を行っている。このため、従来の一般の整髪、

洗髪、顔そり等のメニューを、接客態度も含
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適と評価されるようなサービスとして提供 

するなど、利用者の立場に立ったサービスの

改善向上に努めるとともに、新たなメニュー

やサービスの導入による付加価値の向上を 

図ることにより、顧客に「満足」を与え、「快

適」に過ごし「優美」な気持ちで帰れるよう

な高品質なサービスの提供に努め、利用者の

要望に対応できる個性ある店作りを行うこ 

とが必要である。 

 また、原油をはじめ原材料価格の高騰や世

界的な金融危機に伴う経済状況の変化が予 

想される中、顧客の安定した確保が図られる

よう、衛生水準を確保しつつ利用者の要望に

対応したサービスの取組が重要となってい 

る。このため、立地条件や店舗に応じた経営

方針を確立し、それに基づく営業時間の見直

し、顧客管理の改善や効率化等経営内容の改

善への積極的な取組が必要である。

各営業者は、これらを十分に認識し、利用者

の安全衛生の確保、技術及び接客サービスの

向上、利用者に対する情報提供等に積極的に

取り組むことにより、理容業に対する利用者

の理解と信頼の向上を図ることを目標とす

べきである。 

 

第二 理容業の振興の目標を達成するため

に必要な事項 

一 営業者が取り組むべき事項 

１ 衛生水準の向上に関する事項 

（一）日常の衛生管理に関する事項 

理容業は、人の身体の一部である毛髪及び皮

ふに鋭利な刃物を当て、又は化学薬品等を使

用して容姿を整える営業であり、人の身体の

安全及び衛生に直接関わる営業である。この

ため、営業者及び従業員は、理容師法等の関

係法令を遵守することは当然のことであり、

め、できる限り利用者から快適と評価される

ように提供するなど、利用者の立場に立った

サービスの改善向上に努めるとともに、立地

や店舗に応じた経営方針を確立し、それに基

づく営業時間の見直し、新たなメニューやサ

ービスの導入、顧客管理の改善や営業の効率

化等経営内容の改善を図ることにより、利用

者の要望に対応できる個性ある店作りが必

要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各営業者は、これらを十分に認識し、利用者

の安全衛生の確保、技術及び接客サービスの

向上や利用者に対する情報提供等に積極的

に取り組むことにより、理容業に対する利用

者の理解と信頼の向上を図ることを目標と

する。 

 

第二 理容業の振興の目標を達成するため

に必要な事項 

一 営業者が取り組むべき事項 

１ 衛生水準の向上に関する事項 

(一) 日常の衛生管理に関する事項 

理容業は、人の身体の一部である毛髪及び皮

ふに鋭利な刃物を当て、又は化学薬品等を使

用して容姿を整える営業であり、人の身体の

安全及び衛生に直接関わる営業である。この

ため、営業者及び従業者は、理容師法等の関

係法令を遵守することは当然のこと、衛生上
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衛生上の問題発生の防止及び衛生水準の一 

層の向上を図るため、衛生に関する専門的な

知識を深め、常時、施設及び設備、器具等の

衛生管理に努めるとともに、各種器具、化学

薬品、整髪剤等の適正な取扱い、毛髪など廃

棄物の適切な処理にも十分留意し、衛生管理

の改善に取り組むことが必要であり、感染症

及び皮膚障害等の発生防止に努めるものと 

する。 

利用者の関心は、特に、肝炎、エイズ、新型

インフルエンザ等の感染症の発生状況や発 

生の可能性を踏まえた感染症対策の充実に 

ある。特に、最近のアタマジラミ等が流行し

ていることも留意することが必要である。し

たがって、営業者は、皮ふに接するタオル及

び布片並びにかみそり等刃物の消毒の徹底 

に努めるとともに、作業中は汚れの目立ちや

すい清潔な外衣の着用、顧客一人ごとの作業

前後のうがい、手指の洗浄や消毒、つめの手

入れ、顔そり等の場合のマスクの着用等の衛

生管理を徹底し、さらに、従業者の健康管理

に十分留意し、従業員に対する衛生教育及び

指導監督に当たることが必要である。 

そして、これらの取組を利用者に分かりやす

く伝えることが、利用者に納得と安心感を提

供するために最も重要である。 

 

（二）衛生面における施設及び設備の改善に

関する事項 

営業者は、日常の衛生的管理の取組に加え 

て、店舗を衛生的に保つとともに、設備及び

消毒器材について定期的かつ積極的にその 

改善に取り組むことが重要である。 

また、利用者にとって安全及び衛生は最大の

関心事項であるため、衛生管理を徹底した店

舗であるとの印象を利用者に与えることが 

の問題発生の防止及び衛生水準の一層の向

上を図るため、衛生に関する専門的な知識を

深め、常時、施設・設備、器具等の衛生管理

に努めるとともに、各種器具、薬品、整髪剤

等の適正な取扱い、毛髪など廃棄物の適切な

処理にも十分留意し、衛生管理の改善に取り

組むことが必要である。 

 

 

利用者の関心は、特に、肝炎、エイズ、重症

急性呼吸器症候群(SARS)等の感染症の発生

状況を踏まえた感染症対策の充実にある。し

たがって、営業者は、皮ふに接するタオル及

び布片並びにかみそり等刃物の消毒の徹底

に努めるとともに、作業中は汚れの目立ちや

すい清潔な外衣の着用、顧客一人ごとの作業

前後のうがい、手指の洗浄や消毒、つめの手

入れ、顔そり等の場合のマスクの着用等の衛

生管理を徹底し、さらに、従業者の健康管理

に十分留意し、従業者に対する衛生教育及び

指導監督に当たることが必要である。 

そして、これらの取組を利用者に分かりやす

く伝えることが、利用者に納得と安心感を提

供するために最も重要である。 

 

 

 

(二) 衛生面における施設・設備の改善に関

する事項 

営業者は、日常の衛生的管理の取組に加え

て、店舗を衛生的に保つとともに、設備及び

消毒器材について定期的かつ積極的にその

改善に取り組むことが重要である。 

また、利用者にとって安全及び衛生は最大の

関心事項であるため、衛生管理を徹底した店

舗であるとの印象を利用者に与えることが
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重要である。したがって、消毒器材等を利用

者に見えやすい場所に設置するなどの改善 

に取り組むことも必要である。 

 

２ 経営課題への対処に関する事項 

経営課題への対処については、営業者の自立

的な取組が前提であるが、多様な利用者の要

望に対応する良質なサービスを提供し、もっ

て国民生活の向上に貢献する観点から、営業

者においては、次に掲げる事項を念頭に置 

き、経営の改善に積極的に取り組むことが期

待される。 

                                       

（一）経営方針の明確化及び独自性の発揮に

関する事項 

営業者は、自店の経営能力や市場の状況を適

切に把握し、それに適合した経営を実現する

とともに、経営管理の合理化及び効率化を図

ることが必要である。 

また、営業者は、自店の立地条件、顧客層、

経営規模、メニュー、技術力等を考慮し、例

えば、地域に根ざした中高年齢者や家族客等

を顧客とする家族的な店、または、若者等を

対象に多様なメニューを提供する店など、自

店の経営方針を明確化することが重要であ 

る。 

その際、既に地域に定着している店であって

も、顧客層の変化、顧客の要望の変化等の需

要動向、周囲の競合店の状況等の情報を収集

し、他店のサービスと比べて、自らの店が顧

客の立場に立ってどのような付加価値を提 

供できるのか、経営意識の改革に努めるとと

もに、将来を見据えた経営方針を確立し、経

営を行うことが必要である。 

特に、家族経営等の小規模店は、営業者や従

業員が変わることはほとんどないため、経営

手法が固定的になりやすく、新たな経営課題

重要である。したがって、消毒器材等を利用

者に見えやすい場所に設置するなどの改善

に取り組むことも必要である。 

 

２ 経営課題への対処に関する事項 

経営課題への対処については、営業者の自立

的な取組が前提であるが、多様な利用者の要

望に対応する良質なサービスを提供し、もっ

て国民生活の向上に貢献する観点から、営業

者においては、以下に掲げる事項を念頭に置

き、経営の改善に積極的に取り組むことが期

待される。 

 

(一) 経営方針の明確化・独自性の発揮

 

営業者は、自店の立地条件、客層、経営規模、

メニュー、技術力等を考慮し、例えば、地域

に根ざした中高年齢者や家族客を顧客とす

る家族的な店、または、若者等を対象に多様

な最先端のメニューを提供する店など、自店

の経営方針を明確にする必要がある。

 

 

 

 

その際、既に地域に定着している店であって

も、客層の変化、顧客の要望の変化等の需要

動向、周囲の競合店の状況等の情報を収集

し、他店のサービスと比べて、自らの店が顧

客の立場に立ってどのような付加価値を提

供できるのか、経営意識の改革に努めるとと

もに、経営方針について将来まで見据えた検

討を行う必要がある。
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が発生した場合に、経営の改善に取り組むこ

とが難しい面がある。このため、営業者は、

都道府県指導センター等の経営指導機関に

よ る 経 営 診 断 を 積 極 的 に 活 用 す る

ことが望まれる。 

（二）サービスの見直し及び向上に関する事

項 

営業者は、それぞれの店の立地条件及び経営

方針に照らし、営業日や時間を見直すととも

に、精神的な癒し(リラクゼーション)のため

の店内の雰囲気作り、接客技術の向上、毛髪

や顔そり後の肌の手入れ等の知識の提供な

ど、顧客の立場に立ったサービスの見直しに

努めることが必要である。 

提供するメニューについても、目標とする顧

客層に応じて、主として若者を対象とした新

しいヘアスタイル、毛染め（カラーリング）、

男性向けネイルケア等のファッション性を

重視するメニュー、女性向けシェービング、

美顔を含めた身体全体のエステティック等

肌の管理を重視するメニュー、シャ

ンプーと頭皮ケア等の育毛・スキャルプトリ

ートメント、アロマセラピー等のリラクゼー

ションメニュー、中高年齢者向けのヘアカウ

ンセリング等のメニュー、高齢者を対象とし

た福祉理容の出張サービス等のメニューな

ど、顧客の要望と自店の経営方針に合ったメ

ニューの見直しや開発を行うことが望

ましい。 

また、クールビズヘア、冷シャンプー等の社

会性を配慮した新たな取り組みについて利

用者にアピールすることも考えられる。 

                                         

（三）施設及び設備の改善に関する事項

  

営業者は、清潔で好ましい店となるよう定期

 

 

 

 

 

(二) サービスの見直し、メニューの開発

 

それぞれの店の立地条件及び経営方針に照

らし、営業日や時間を見直すとともに、精神

的な癒し(リラクゼーション)のための店内

の雰囲気作り、接客態度の向上、毛髪や顔そ

り後の肌の手入れ等の知識の提供など、顧客

の立場に立ったサービスの見直しに努める

必要がある。 

提供するメニューについても、目標とする客

層に応じて、主として若者を対象とした新し

いヘアスタイル、毛染め(カラーリング)、男

性向けネイルケア、女性向けシェービング等

のファッション性を重視するメニュー、シャ

ンプーと頭皮ケア等のリラクゼーションメ

ニュー、中高年齢者向けのヘアカウンセリン

グ等のメニュー、高齢者を対象とした福祉理

容の出張サービス等のメニューなど、顧客の

要望と自店の経営方針に合ったメニューの

見直しや開発を行うことが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三) 経営方針に沿った店作りのための施

設・設備の改善 

営業者は、清潔で好ましい店となるよう定期
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的な内外装の改装に努めるとともに、顧客 

層、店の従業者規模等に応じたサービスの内

容やメニューに合ったより快適な椅子及び 

洗髪設備、毛髪診断設備、エステティックを

はじめとするリラクゼーションメニューの 

ための設備、高齢者向けバリアフリー等の施

設及び設備の改善に努めるものとする。 

 

（四）情報通信技術を利用した新規顧客の獲

得及び顧客の確保に関する事項 

営業者は、顧客との信頼関係に基づき顧客情

報を適正に管理し、その情報を基に誕生日又

は記念日に合わせて各種サービスの実施に

ついて顧客へダイレクトメールを発送する

など、顧客への積極的な働きかけをするとと

もに、パーソナルコンピューターを利用して

業務の合理化及び効率化を図ることが重要

である。 

また、インターネット等の情報通信技術を効

果的に活用し、ホームページの開設、割引サ

ービスの実施、インターネット等による予

約、異業種との提携等を行うなど、新たな顧

客の確保に努めることが必要である。 

また、利用者の利便を考慮して、クレジット

カード、電子決済等の普及に努めることも必

要である。 

営業者は、必ずしも個人情報の保護に関する

法律（平成十五年法律第五十七号）に規定さ

れる個人情報取扱事業者に該当するとは限

らないが、同法の趣旨を踏まえ、顧客データ

等の管理に当たっては、適正に対応すること

が必要である。 

                                         

（五）表示の適正化と苦情の適切な処理に関

する事項 

営業者は、店外など利用者の見やすい場所に

メニューとサービスごとの料金を明示すべ 

きであり、顧客にとって初めてとなるメニュ

的な内外装の改装に努めるとともに、客層、

店の従業者規模等に応じたサービスの内容

やメニューに合ったより快適な椅子及び洗

髪設備、毛髪診断装置、高齢者向けバリアフ

リー等の施設・設備の改善に努める。

 

 

 

(四)情報通信技術を活用した顧客情報の管

理及び情報提供の推進

我が国の情報通信技術は近年飛躍的に進展

し、コンピュータの単体利用からオンライン

情報ネットワークを形成する段階に入って

いるが、理容業においては、ほとんど進展し

ていない。したがって、営業者は、固定客の

確保及び新たな顧客の獲得のためにコンピ

ュータを活用し、顧客情報のデータベース

化、ホームページによるメニューの紹介、イ

ンターネットを利用した予約システムなど、

情報通信技術を活用した情報提供に努める。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(五) 表示の適正化と苦情の適切な処理

 

まず、営業者は、店外を始めとして、客の見

やすい場所にメニューと料金の明示を行う

とともに、客にとって初めてのメニューの施
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ーの施術に際しては、十分な事前の説明を行

うべきである。 

また、営業者は、財団法人全国生活衛生営業

指導センター（昭和五十五年三月二十四日に

財団法人全国環境衛生営業指導センターと 

いう名称で設立された法人をいう。以下「全

国指導センター」という。）が定めるサービ

スの内容並びに施設及び設備の表示の適正 

化に関する事項等を内容とする理容業の標 

準営業約款に従って営業を行う旨の登録を 

し、標識及び当該登録に係る約款の要旨を掲

示するよう努めるものとする。

さらに、営業者は、事故が生じた場合には、

適切かつ誠実な苦情処理と賠償責任保険等 

を活用した損害の補填を行い、顧客との信頼

関係の維持向上に努めるものとする。

 

（六）人材育成及び自己啓発の推進に関する

事項 

理容業は、対人サービスであり、従業者の資

質がサービスの質を左右することから、優秀

な人材の獲得及び育成を図ることが極めて 

重要な課題である。特に、若手従業者の育成

及び指導を図るとともに、若者に魅力ある職

場作りに努めることが必要である。 

したがって、営業者は、従事者が新しいヘア

スタイル等の新メニューに対応できるよう、

技術面を向上させるとともに、接客技術、顧

客への知識提供等の面での技能向上にも努 

める必要がある。また、安全衛生履行の観点

も含め、従業者に対する適正な労働条件の確

保に努めるものとする。 

さらに、営業者は、後継者及び独立を希望す

る従業員が、経営、顧客管理、従業員管理等

の技能を取得できるよう、自己啓発を促すと

ともに、後継者及び従業員の人材育成に努め

術に際しては、十分な事前の説明を行うべき

である。 

また、営業者は、全国生活衛生営業指導セン

ター(以下「全国指導センター」という。)が

定めるサービスの内容並びに施設及び設備

の表示の適正化に関する事項等を内容とす

る理容業の標準営業約款に従って営業を行

う旨の登録をし、標識及び当該登録に係る約

款の要旨を掲示するよう努める。

さらに、営業者は、事故が生じた場合には、

適切かつ誠実な苦情処理と賠償責任保険等

を活用した損害の補填を行い、顧客との信頼

関係の維持向上に努める。

 

 

 

 

(六) 人材育成・自己啓発の推進

 

理容業は、対人サービスであり、従業者の資

質がサービスの質を左右することから、優秀

な人材の獲得・育成を図ることが極めて重要

な課題である。特に、若手従業者の育成及び

指導を図るとともに、若者に魅力ある職場作

りに努める。 

したがって、営業者は、従事者が新しいヘア

スタイル等の新メニューに対応できるよう、

技術面を向上させるとともに、接客態度、顧

客への知識提供等の面での技能向上にも努

める必要がある。また、安全衛生履行の観点

も含め、従業者に対する適正な労働条件の確

保に努める。 

さらに、営業者は、後継者及び独立を希望す

る従業者が、経営、顧客管理、従業者管理等

の技能を取得できるよう、自己啓発を促すと

ともに、後継者及び従業者の人材育成に努め
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ることが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二 営業者に対する支援に関する事項 

１ 組合及び連合会による営業者の支援 

組合及び連合会においては、営業者における

自立的な経営改善の取組を支援するため、都

道府県指導センター等の関係機関との連携 

を密にし、次に掲げるような事項についての

取組を行うよう努めるものとする。 

（一）衛生に関する知識及び意識の向上に関

する事項 

営業者に対して衛生管理を徹底するための 

研修会及び講習会の開催、衛生管理の手引の

作成等による普及啓発、毛髪及び肌の健康管

理等に関する新技術の開発、衛生管理体制の

整備充実、化粧品の組み合わせによる事故防

止並びに各種感染症対策等の情報提供に努 

めるものとする。 

 

（二）施設及び設備の改善に関する事項 

衛生水準の向上、経営管理の合理化及び効率

化、利用者の利益の増進等に対応するための

施設及び設備の改善に関する指導助言並び 

に情報提供に努めるものとする。 

また、高齢者等の利便性を考慮した店舗の設

計やサービスの提供等について研究を行う 

ことにより、営業者の取組を支援すること 

に努めるものとする。 

 

る必要がある。 

(七) 経営診断の活用 

理容業の経営形態は、親族のみによるものか

ら労働者として位置づけられる従業者を複

数使用しているものまで幅広く見られるが、

どの場合においても固定的な経営手法に陥

ることを避けるため、営業者においては、都

道府県指導センター等の経営指導機関の経

営診断を積極的に活用することが望まれる。

 

二 営業者に対する支援に関する事項 

１ 組合及び連合会による営業者の支援 

組合及び連合会においては、営業者における

自立的な経営改善の取組を支援するため、都

道府県指導センター等の関係機関との連携

を密にし、以下に掲げるような事項について

の取組を行うよう努めるものとする。 

(一)衛生に関する知識及び意識の向上に関

する事項 

衛生管理を徹底するための研修会及び講習

会の開催、営業者及び管理理容師の衛生管理

の手引の作成等による普及啓発、毛髪及び肌

の健康管理等に関する新技術の開発、衛生管

理体制の整備充実、化粧品の組合わせによる

事故防止並びに各種感染症対策等の情報収

集及び当該情報の顧客への提供 

 

(二) 施設・設備の改善に関する事項 

衛生水準の向上、経営管理の近代化及び利用

者の利益の増進等に対応するための施設・設

備の改善の推進 

 

 

 

 

 

 10



 

（三）利用者の利益の増進に関する事項

 

サービスの適正表示、営業者が自店の特質に

応じ作成する接客手引の基本となるマニュ 

アルの作成、利用者意識調査、利用者を対象

とした理容啓発講座の実施及び利用者の理 

容施術に対する正しい知識の啓発のための 

パンフレットの作成に努めるものとする。 

                       

（四）経営管理の合理化及び効率化に関する

事項 

先駆的な経営事例等経営管理の合理化及び 

効率化に必要な情報、地域的な経営環境条件

に関する情報並びに理容業の将来の展望に 

関する情報の収集及び整理並びに営業者に 

対するこれらの情報提供に努めるものとす 

る。 

（五）営業者及び従業員の技能の改善向上に

関する事項 

新しいヘアスタイル、福祉理容、ヘアカウン

セラー、美顔エステティック等新しいサービ

スに関する講習会や技能コンテストの開催、

連合会独自の技能資格制度の整備等による、

新しい顧客需要に対応した理容技術の向上 

及び普及啓発に努めるものとする。

 

（六）事業の共同化及び協業化に関する事項

事業の共同化及び協業化の企画立案並びに 

実施に係る指導に努めるものとする。

 

（七）取引関係の改善に関する事項 

共同購入等取引面の共同化の推進、理容用品

業界の協力を得ながらの取引条件の合理的 

改善及び組合員等の経済的地位の向上に努 

めるものとする。 

 

(三) 利用者の利益の増進及び役務の提供

方法に関する事項

サービスの適正表示、営業者が自店の特質に

応じ作成する接客手引の基本となるマニュ

アルの作成、利用者意識調査、利用者を対象

とした理容啓発講座の実施及び利用者の理

容施術に対する正しい知識の啓発のための

パンフレットの作成

 

(四)経営管理の近代化及び合理化に関する

事項 

先駆的な経営事例等経営管理の近代化に必

要な情報、地域的な経営環境条件に関する情

報及び理容業の将来の展望に関するデータ

の収集及び整理並びに営業者に対するこれ

らの情報の提供 

 

（五)営業者及び従業者の技能の改善向上に

関する事項 

新しいヘアスタイル、福祉理容、ヘアカウン

セラー等新しいサービスに関する講習会や

技能コンテストの開催、連合会独自の技能資

格制度の整備等による、新しい顧客需要に対

応した理容技術の向上及び普及啓発

 

 

(六)事業の共同化及び協業化に関する事項 

事業の共同化及び協業化の企画立案及び実

施に係る指導

 

(七) 取引関係の改善に関する事項 

理容用品業界との連携の強化及び共同購入

等取引面の共同化の推進 
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また、関連業界と連携を深め、情報の収集及

び交換会の機会の確保に努めるものとする。

 

（八）従業者の福祉の充実に関する事項 

従業者の労働条件整備、作業環境の改善及び

健康管理充実のための支援、医療保険（国民

健康保険又は健康保険）、年金保険（国民年

金又は厚生年金保険）及び労働保険（雇用保

険及び労働者災害補償保険）の加入等に係る

啓発、組合員等の大多数の利用に資する福利

厚生の充実及び共済制度（退職金、生命保険

等）の整備・強化に努めるものとする。

 

（九）事業の承継及び後継者支援に関する事

項 

事業の円滑な承継に関するケーススタディ、

成功事例等の経営知識の情報提供及び後 

継者支援事業の促進に努めるものとする。

 

 

 

 

２ 行政施策及び政策金融による営業者の 

支援並びに利用者の信頼の向上 

（一）都道府県指導センターにおいては、組

合との連携を密にし、営業者に対する経営改

善のため経営指導員、経営特別相談員等によ

る具体的指導、助言等の支援を行うととも

に、利用者からの苦情や要望を組合を通じて

個々の営業者に伝え、その営業に反映させる

など、利用者の信頼の向上に積極的に取り組

むものとする。 

また、保健所をはじめとする都道府県生活衛

生営業関係部局と連携を図り、新規開業者及

び未加入事業者に対する組合加入促進策を 

講じるものとする。 

 

 

 

(八) 従業者の福祉の充実に関する事項 

従業者の労働条件整備や健康管理充実のた

めの支援、組合員等の大多数の利用に資する

福利厚生の充実並びに共済制度(生命保険

等)の整備・強化

 

 

 

 

 

(九)経営改善、事業承継及び後継者支援に関

する事項

経営者及び後継者の意識改革並びに経営知

識の向上を図るための講習会の開催、若手や

女性経営者の発想を取り入れるための組合

青年部、女性部等の活動の活性化並びに事業

の円滑な承継に関するケーススタディ等経

営知識の情報提供の促進 

 

２ 行政施策及び政策金融による営業者の

支援並びに利用者の信頼性の向上 

(一) 都道府県指導センターにおいては、組

合との連携を密にし、営業者に対する経営改

善のための具体的指導・助言等の支援を行う

とともに、利用者からの苦情や要望を組合を

通じて個々の営業者に伝え、その営業に反映

させるなど、利用者の信頼性の向上に積極的

に取り組むものとする。 

また、保健所をはじめとする都道府県生活衛

生営業関係部局と連携を図り、新規開業者等

に対する組合加入促進策を講じるものとす

る。 
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（二）全国指導センターにおいては、(一) 

の都道府県指導センターの取組を推進する 

ため、利用者の意見も反映した営業者の経 

営の改善の取組に役立つ情報の収集・整備や

営業者への当該情報の提供、苦情処理マニュ

アルの作成等に積極的に取り組むものとす 

る。 

また、標準営業約款制度に関し、都道府県指

導センターと連携を図り、各営業者の標準営

業約款の登録の促進策を講じるものとする。

 

（三）国、都道府県等においては、営業の健

全な振興を図る観点から、理容師法等関係法

令の施行業務等を通じ、営業者に対し、理容

業に関する指導監督、安全衛生、利用者から

の苦情対応をはじめとする情報の提供その 

他の必要な支援に努めるものとする。 

                                       

（四）日本政策金融公庫においては、施設及

び設備の改善等について、営業者が利用しや

すい生活衛生資金貸付による融資の実施、災

害時における相談窓口の設置等必要な支援 

を行うとともに、生活衛生関係営業に係る経

済金融事情等の把握、分析及び関係団体への

情報提供に努めるものとする。 

 

第三 営業の振興に際し配慮すべき事項 

 一 少子・高齢化社会等への対応 

理容所は、商店街や住宅街にある店舗が多い

ため、地域に密着した業態であると言える。

営業者は、高齢者や障害者が住み慣れた地域

社会で安心して充実した日常生活を営むこ 

とができるよう、バリアフリー対策に積極的

に取り組むとともに、出張サービス、高齢者

や障害者に配慮した理容施術の開発など、高

齢化社会における幅広い取り組みが期待さ 

れる。 

(二) 全国指導センターにおいては、これら

の都道府県指導センターの取組を推進する

ため、利用者の意見も反映した営業者の経営

改善の取組に役立つデータの収集・整備や営

業者への当該情報の提供、苦情処理マニュア

ルの作成等に積極的に取り組むものとする。

 

また、標準営業約款制度に関し、都道府県指

導センターと連携を図り、各営業者の標準営

業約款の登録の促進を講じるものとする。 

 

(三) 国、都道府県等においては、営業の健

全な振興を図る観点から、理容師法等関係法

令の施行業務等を通じ、営業者に対し、理容

業に関する監督指導、安全衛生、利用者から

の苦情対応をはじめとする情報の提供その

他支援措置に努めるものとする。 

 

(四)国民生活金融公庫においては、施設・設

備の改善等について、営業者等が利用しやす

い生活衛生貸付による融資の実施等必要な

支援に努めるものとする。

 

 

 

 

第三 営業の振興に際し配慮すべき事項 

一 高齢社会への対応

営業者には、高齢者や障害者が安心して利用

できるよう、店舗のバリアフリー化、福祉理

容等の新しいサービスの開拓、営業者及び顧

客の高齢化が進展していることを踏まえた

高齢者の社交場を兼ねた理容サロン等の新

たな営業モデルの構築など、高齢社会におけ

る幅広い取組が期待される。 

組合及び連合会においては、福祉理容につい
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また、男女共同参画社会の推進及び少子化社

会における育児支援の観点から、従業者の育

児サービスの利用の支援や、子供連れの客が

利用しやすいよう店内設備等を改善するこ 

とも必要である。 

さらに、営業者は、理容所の施設が身体障害

者補助犬法（平成十四年法律第四十九号）に

おいて身体障害者が同伴する身体障害者補 

助犬の入店を拒否できないことを十分に認 

識し、対応することが必要である。 

このほか、営業者は、利用者が高齢化するこ

とを考慮した従業員への教育及び研修に努 

めるものとする。また、高齢者、障害者、妊

産婦等に優しい環境の実現、受動喫煙の防 

止、優先的な席の確保等について取り組むこ

とが必要である。 

二 環境保全及び省エネルギーの強化

営業者は、化学物質や産業廃棄物の処理等の

環境問題に配慮し、営業活動で生じた薬品、

化粧品等の各種容器や廃液、毛髪等の廃棄物

等の適切な処置にも十分留意し、環境の保全

に積極的に努めるものとする。 

また、店舗の改修、機器の購入及び更新に際

しても、省エネルギー性能の高い機器の導入

について配慮し、温室効果ガス排出抑制に努

めるものとする。 

   

 

三 地域との共生 

営業者は、地域社会における行事等に積極的

に参加し、地域住民に対して理容所の店舗の

存在、提供するサービスの内容をアピールす

る機会を設けるものとする。例えば、児童の

緊急避難場所としての「理容こども１１０番

の店」への参加などの地域の防犯活動への協

力、地域における街づくりへの積極的参加、

地震等の大規模災害が発生した場合の地域 

住民への支援の展開など、様々な地域社会活

ての講習会の開催やバリアフリーの店舗構

造や高齢者向けサロン経営のあり方等の研

究を行うことにより、営業者の取組を支援す

ることが重要である。国民生活金融公庫にお

いては、これら営業者の取組に対して、生活

衛生貸付による融資の実施等必要な支援に

努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

二 環境の保全の推進

化学物質や産業廃棄物の処理等の環境問題

への社会的関心は高まっており、事業活動の

環境との調和は、理容業においても避けて通

れない課題である。営業者は、薬品、化粧品

等の各種容器や廃液、毛髪等の廃棄物等の適

切な処置にも十分留意し、環境の保全に積極

的に努めるものとする。 

また、組合及び連合会においては、これらの

環境保全や廃棄物処理についての知識の啓

発に努めるものとする。 

 

三 地域との共生 

理容業の営業者は、地域にとって日常生活に

必要不可欠なサービスの身近な供給者であ

るとともに、町内会や商店街の重要な構成員

でもあり、地域社会の活性化に欠くことので

きない存在である。このため、営業者におい

ては、地域におけるまちづくりに積極的に参

加するとともに、児童の誘拐や傷害等の犯罪

から子供たちを守るための、児童の緊急避難
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動の一翼を担い、地域と共生していくことが

期待される。 

このため、組合及び連合会においても、地域

の自治体等と連携しながら、社会活動を企画

し、指導又は援助を行うことができる指導者

の育成に積極的に取り組むとともに、営業者

を支援することが期待される。 

また、業種を超えて相互に協力を推進し、地

域における特色のある取り組みを支援する 

ことが期待される。 

 

場所としての「理容こども一一〇番の店」へ

の参加や福祉理容など、様々な場面で地域社

会に貢献することが期待される。 

また、組合及び連合会においても、業種を超

えて相互に協力を推進し、地域における特色

のある取組を支援することが期待される。 
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